
平成３０年３月３１日現在

不服申立て
の種類

不服申立日 諮問日 処分根拠法令 諮問受付日 答申日 答申内容

1 審査請求 平成28年8月23日 平成29年4月17日 生活保護法 平成29年4月17日 平成29年4月28日

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第２８条第５
項の規定に基づく保護申請却下処分に係る本件審査
請求については、本件処分には違法又は不当な点は
認められないことから、本件審査請求を棄却するべき
であるとの審査庁の判断は妥当である。

2 審査請求 平成28年10月21日 平成29年5月30日
精神保健及び精
神障害者福祉に
関する法律

平成29年6月1日 平成29年6月13日

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２
５年法律第１２３号）第４５条に規定する精神障害者保
健福祉手帳に係る障害等級変更不承認決定処分に
係る本件審査請求については理由があるため、本件
審査請求に係る処分を取り消すべきであるとの審査
庁の判断は妥当である。

3 審査請求 平成28年11月18日 平成29年6月14日 国税徴収法 平成29年6月14日 平成29年6月26日

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第７１条第４
項の規定により準用される同法第５８条第２項に基づ
く財産引渡命令処分に係る本件審査請求について
は、本件処分には違法又は不当な点は認められない
ことから、本件審査請求を棄却するべきであるとの審
査庁の判断は妥当である。

4 審査請求 平成28年9月13日 平成29年7月14日
特別児童扶養手
当等の支給に関
する法律

平成29年7月14日 平成29年7月28日

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９
年法律第１３４号）第３条の規定に基づく特別児童扶
養手当資格喪失決定処分に係る本件審査請求につ
いては、本件処分には違法又は不当な点は認められ
ないことから、本件審査請求を棄却するべきであると
の審査庁の判断は妥当である。
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5 審査請求 平成28年9月9日 平成29年7月14日 児童扶養手当法 平成29年7月14日 平成29年7月28日

児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４条の
規定に基づく児童扶養手当資格喪失決定処分に係る
本件審査請求については、本件処分には違法又は不
当な点は認められないことから、本件審査請求を棄却
するべきであるとの審査庁の判断は妥当である。

6 審査請求 平成28年7月14日 平成29年8月8日 地方税法 平成29年8月8日 平成29年8月18日

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１１条の８の
規定に基づく第二次納税義務の納付告知処分に係る
本件審査請求については、本件処分には違法又は不
当な点は認められないことから、本件審査請求を棄却
するべきであるとの審査庁の判断は妥当である。

7 審査請求 平成28年12月1日 平成29年8月30日
特別児童扶養手
当等の支給に関
する法律

平成29年8月30日 平成29年9月25日

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９
年法律第１３４号）　第６条の規定に基づく特別児童扶
養手当支給停止処分に係る本件審査請求について
は、本件処分には違法又は不当な点は認められない
ことから、本件審査請求を棄却するべきであるとの審
査庁の判断は妥当である。

8 審査請求 平成28年9月27日 平成29年8月4日 生活保護法 平成29年8月4日 平成29年9月26日

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に基づく保護
廃止決定処分に係る本件審査請求については、本件
処分には違法又は不当な点は認められないことか
ら、本件審査請求を棄却するべきであるとの審査庁
の判断は妥当である。

9 審査請求 平成28年5月24日 平成29年9月15日 生活保護法 平成29年9月15日 平成29年9月29日

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６３条の規
定に基づく費用返還決定処分に係る本件審査請求に
ついては、本件処分には違法又は不当な点は認めら
れないことから、本件審査請求を棄却するべきである
との審査庁の判断は妥当である。
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10 審査請求 平成28年9月6日 平成29年10月6日 生活保護法 平成29年10月11日 平成29年10月27日

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第２５条第２
項の規定に基づく保護変更決定処分に係る本件審査
請求については、本件処分には違法又は不当な点は
認められないことから、本件審査請求を棄却するべき
であるとの審査庁の判断は妥当である。

11 審査請求 平成28年12月21日 平成29年7月7日 生活保護法 平成29年7月7日 平成29年11月10日

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第２４条第３
項の規定に基づく保護変更決定処分に係る本件審査
請求については、審査請求の対象となる処分が存在
しないため不適法であることから、行政不服審査法
（平成２６年法律第６８号）第４５条第１項の規定によ
り、本件審査請求は却下すべきである。

12 審査請求 平成28年8月10日 平成29年12月5日 生活保護法 平成29年12月7日 平成29年12月19日

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第２５条第２
項の規定に基づく保護変更決定処分に係る本件審査
請求については、本件処分には違法又は不当な点は
認められないことから、本件審査請求を棄却するべき
であるとの審査庁の判断は妥当である。

13 審査請求 平成28年8月23日 平成29年12月28日 生活保護法 平成30年1月4日 平成30年1月26日

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６３条の規
定に基づく返還金決定処分に係る本件審査請求につ
いては、本件処分には違法又は不当な点は認められ
ないことから、本件審査請求を棄却するべきであると
の審査庁の判断は妥当である。

14 審査請求 平成29年3月9日 平成30年1月17日 身体障害者福祉法 平成30年1月18日 平成30年2月26日

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５
条第４項の規定に基づく身体障害者手帳交付決定処
分に係る本件審査請求については、本件処分には違
法又は不当な点は認められないことから、本件審査
請求を棄却するべきであるとの審査庁の判断は妥当
である。
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15 審査請求 平成29年8月3日 平成30年3月13日 児童福祉法 平成30年3月15日 平成30年3月23日

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１
項第２号の規定に基づく指導措置決定に係る本件審
査請求については、本件処分には違法又は不当な点
は認められないことから、本件審査請求を棄却するべ
きであるとの審査庁の判断は妥当である。

16 審査請求 平成29年8月3日 平成30年3月13日 児童福祉法 平成30年3月15日 平成30年3月23日

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１
項第２号の規定に基づく指導措置決定に係る本件審
査請求については、本件処分には違法又は不当な点
は認められないことから、本件審査請求を棄却するべ
きであるとの審査庁の判断は妥当である。

17 審査請求 平成28年12月24日 平成30年3月13日 生活保護法 平成30年3月14日 平成30年3月26日

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６２条第３
項の規定に基づく保護停止決定及びこれに伴う過誤
払金返還決定に係る本件審査請求については、本件
処分には違法又は不当な点は認められないことか
ら、本件審査請求を棄却するべきであるとの審査庁
の判断は妥当である。

18 審査請求 平成29年1月12日 平成30年3月13日 生活保護法 平成30年3月14日 平成30年3月26日

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第２４条第９
項により準用する同条第３項の規定に基づく保護変
更申請に対する却下決定に係る本件審査請求につい
ては、本件処分には違法又は不当な点は認められな
いことから、本件審査請求を棄却するべきであるとの
審査庁の判断は妥当である。
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